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平成 24年 1月 25日 

各 位 

 

会 社 名 ： 株 式 会 社 仙 台 銀 行 

 代表者名：取締役頭取 三井 精一 

問 合せ 先：取 締役企画 部長  芳賀  隆之 

（ T E L . 0 2 2 - 2 2 5 - 8 2 5 8 ） 

 

会社名：株式会社きらやか銀行 

 （コード番号：8520 東証第二部） 

 代表者名：取締役頭取 粟野 学 

 問合せ先：経営企画部長 川越 浩司 

  （ T E L . 0 2 3 - 6 3 1 - 0 0 0 1 ） 

 

  

仙台銀行ときらやか銀行の経営統合に関するお知らせ 

 

 

 

 株式会社仙台銀行（取締役頭取 三井 精一、以下「仙台銀行」といいます。）と株式会社きらや

か銀行（取締役頭取 粟野 学、以下「きらやか銀行」といいます。）は、平成 23 年 4 月 11 日

付で、両行の経営統合の時期を平成 24年度中の可能な限り早い時期を目処として延期する旨をお

知らせしておりますが、本日開催されたそれぞれの取締役会において、株主総会の承認及び監督

官庁の認可を前提として、下記１．のとおり、平成 24年 10月 1日（月曜日）を共同持株会社設

立予定日として、今後の両行間での経営統合にかかる協議を進めることを決定いたしましたので

お知らせいたします。 

 

 

１． 延期後の共同持株会社設立予定日について 

 

両行では、平成 23年 3月 11日に発生いたしました東日本大震災（以下「大震災」といいま

す。）を受け、地域経済の復興に向けた支援を最優先する見地から、平成 23年 4月 11日付で、

両行の経営統合の時期を平成 24 年度中の可能な限り早い時期を目処として延期する旨決定い

たしました。その後、同年 5月 18日には両行間の経営統合委員会を再開し、震災復興支援に関

する両行間での連携等のほか、経営統合に向けた準備を進めてまいりました。 

また、この間、仙台銀行は、復興支援に本格的に取り組んでいくための堅確な財務基盤を構
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築するべく、金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づき、平成 23年 9月 30日に

第Ⅰ種優先株式を発行し、自己資本の増強を実施いたしました。 

以上のとおり、両行は、被災地金融機関の責務として、経営統合を一旦延期のうえ震災復興・

地域振興のための取り組み・基盤強化を優先して進めてまいりましたが、大震災以降 10ヶ月が

経過し、復興支援態勢をさらに強化するために、早期に経営統合を完了して新金融グループの

総合力を発揮していくことが重要であると判断し、今後の協議を進めるとの結論に至ったもの

であります。 

 

 

２． 今後のスケジュール（予定） 

 

平成 24年 1月 25日（本日） 延期後の経営統合日の決定 

平成 24年 4月（予定）  経営統合に関する最終合意書（株式移転計画を含む。）締結 

平成 24年 6月（予定）  両行定時株主総会（株式移転計画の承認の決議） 

平成 24年 10月（予定） 持株会社設立 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社仙台銀行    企画部企画課 尾形  Tel 022(225)8258 

株式会社きらやか銀行  経営企画部  杉山  Tel 023(628)3748 

 


